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六
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（
都
民
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安
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第
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
二
十
三
号

平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
十
六
号
（
都
民
の
健
康

と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
四
条
の
十
二

第
三
項
及
び
別
表
第
一
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数

等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
四
月
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
別
表
第
一
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
の
う
ち
都
市
ガ

ス
の
一
ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
当
た
り
の
発
熱
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン

で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は

第
一
号
又
は
第
二
号
の
係
数
と
し
、
当
該
係
数
を
用
い
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
と
し
て
知
事
が
認
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
三
号
の

係
数
と
す
る
。

一

温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
等
の
報
告
等
に
関
す
る
命
令

（
平
成
十
八
年
内
閣
府
・
総
務
省
・
法
務
省
・
外
務
省
・
財
務

省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業

省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
二
号
）
第
二
十
条
の
二
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
公
表

す
る
ガ
ス
事
業
者
ご
と
の
調
整
後
排
出
係
数

二

知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
都
市
ガ
ス
供
給
事
業
者

（
指
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
等
（
指
定
地
球
温
暖
化
対
策

事
業
所
そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
都
市
ガ
ス
を
供
給
し
た
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
か
ら
報
告
さ
れ
知
事
が
公
表
し
た
係
数
（
知
事
が
公
表

し
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
当
該
報
告
さ
れ
た
係
数
）

三

別
表
第
一

第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
の
区
分
に
応
じ
同
表
の

第
五
欄
に
掲
げ
る
係
数
に
十
二
分
の
四
十
四
を
乗
じ
て
得
た
数

そ
の
他
知
事
が
認
め
る
係
数

第
二
条
第
二
項
中
「
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
二
百
十
五
号
」

の
下
に
「
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
「
〇
・
〇
六

〇
」
を
「
地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
（
条
例
第
十
七
条
の
三
に

規
定
す
る
地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

か
ら
提
出
さ
れ
た
条
例
第
十
七
条
の
十
四
の
地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給

実
績
報
告
書
に
基
づ
き
知
事
が
算
定
し
、
別
に
公
表
し
た
熱
排
出
係

数
（
知
事
が
公
表
し
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
当
該
知
事
が
算
定

し
た
熱
排
出
係
数
）
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
熱
供
給

事
業
者
（
指
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
等
に
熱
を
供
給
し
た
事
業

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
報
告
さ
れ
知
事
が
公
表
し
た
熱
排

出
係
数
（
知
事
が
公
表
し
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
当
該
報
告
さ

れ
た
熱
排
出
係
数
）
又
は
そ
の
他
知
事
が
認
め
る
熱
排
出
係
数
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
〇
・
四
八
九
」
を
「
条
例
第
九
条
の
六
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
公
表
し
た
電
気
排
出
係
数
、
知
事
が
別

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
電
気
供
給
事
業
者
（
指
定
地
球
温
暖
化
対

策
事
業
所
等
に
電
気
を
供
給
し
た
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

か
ら
報
告
さ
れ
知
事
が
公
表
し
た
電
気
排
出
係
数
（
知
事
が
公
表
し

な
い
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
当
該
報
告
さ
れ
た
電
気
排
出
係
数
）
又

は
そ
の
他
知
事
が
認
め
る
電
気
排
出
係
数
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項

第
一
号
ロ
中
「
（
熱
の
一
ギ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排

出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
七
項
第
一
号
中
「
（
電
気
の
千
キ
ロ
ワ

ッ
ト
時
当
た
り
の
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化

炭
素
の
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
九
項
第
四

号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と

し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

四

条
例
第
五
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
所
（
同

号
ア
の
量
を
選
択
し
た
も
の
に
限
る
。
）

同
号
に
規
定
す
る

本
要
件
に
該
当
し
た
日
が
属
す
る
削
減
義
務
期
間
に
お
け
る
基

準
排
出
量
が
決
定
さ
れ
た
と
き
に
当
該
事
業
所
が
規
則
第
四
条

の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
選
択
し
た
連
続
す
る
三
箇
年
度

（
当
該
三
箇
年
度
の
う
ち
に
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
の

特
定
温
室
効
果
ガ
ス
年
度
排
出
量
が
標
準
的
で
な
い
と
知
事
が

特
に
認
め
る
年
度
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
年
度
を
除

く
二
箇
年
度
又
は
一
箇
年
度
）
の
期
間

五

条
例
第
五
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
所
（
同
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号
イ
の
量
を
選
択
し
た
も
の
に
限
る
。
）

同
号
に
規
定
す
る

本
要
件
に
該
当
し
た
日
が
属
す
る
削
減
義
務
期
間
に
お
け
る
基

準
排
出
量
が
決
定
さ
れ
た
年
度
の
三
箇
年
度
前
か
ら
前
年
度
ま

で
の
期
間

六

条
例
第
五
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
所
（
同

号
ウ
の
量
を
選
択
し
、
削
減
義
務
期
間
の
終
了
年
度
の
当
該
事

業
所
の
基
準
排
出
量
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
過
去
基
準
排

出
量
」
と
い
う
。
）
が
条
例
第
五
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
又

は
第
二
号
ア
の
方
法
で
算
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

過
去
基
準
排
出
量
の
算
定
に
係
る
規
則
第
四
条
の
十
七
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
が
選
択
し
た
連

続
す
る
三
箇
年
度
（
当
該
三
箇
年
度
の
う
ち
に
特
定
地
球
温
暖

化
対
策
事
業
所
の
特
定
温
室
効
果
ガ
ス
年
度
排
出
量
が
標
準
的

で
な
い
と
知
事
が
特
に
認
め
る
年
度
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
年
度
を
除
く
二
箇
年
度
又
は
一
箇
年
度
）
の
期
間
（
条
例

第
五
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
の
方
法
で
算
定
さ
れ
て
い
る
も

の
に
限
る
。
）
又
は
規
則
第
四
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
が
選
択
し
た
連
続
す
る
三
箇

年
度
（
当
該
三
箇
年
度
の
う
ち
に
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業

所
の
特
定
温
室
効
果
ガ
ス
年
度
排
出
量
が
標
準
的
で
な
い
と
知

事
が
特
に
認
め
る
年
度
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
年
度

を
除
く
二
箇
年
度
又
は
一
箇
年
度
）
の
期
間
（
条
例
第
五
条
の

十
三
第
一
項
第
二
号
ア
の
方
法
で
算
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限

る
。
）

七

条
例
第
五
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
所
（
同

号
ウ
の
量
を
選
択
し
、
削
減
義
務
期
間
の
終
了
年
度
の
当
該
事

業
所
の
基
準
排
出
量
が
条
例
第
五
条
の
十
三
第
一
項
第
二
号
イ

の
方
法
で
算
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

当
該
量
を
決

定
し
た
と
き
の
削
減
義
務
期
間
の
開
始
の
年
度
の
三
箇
年
度
前

か
ら
前
年
度
ま
で
の
期
間

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
千

二
百
三
十
六
号
（
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
第
四
条
の
十
二
第
三
項
及
び
別
表
第
一
の
規
定

に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
等
）
第
二
条
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
の
規
定
は
、
算
定
の
対
象
と
な
る
年
度
が
令
和
六
年
度
以

後
で
あ
る
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
二
百
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と

い
う
。
）
第
五
条
の
十
五
第
一
項
の
申
請
及
び
条
例
第
八
条
の
二

十
三
第
一
項
の
報
告
書
に
係
る
算
定
並
び
に
算
定
の
対
象
と
な
る

年
度
が
令
和
七
年
度
以
後
で
あ
る
温
室
効
果
ガ
ス
等
（
条
例
第
二

条
第
四
号
の
温
室
効
果
ガ
ス
、
条
例
第
五
条
の
七
第
十
五
号
の
削

減
義
務
量
、
条
例
第
五
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
ア
の
超
過
削
減

量
、
同
号
イ
の
都
内
削
減
量
及
び
同
号
カ
の
そ
の
他
削
減
量
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
算
定
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、

算
定
の
対
象
と
な
る
年
度
が
令
和
五
年
度
以
前
で
あ
る
条
例
第
五

条
の
十
五
第
一
項
の
申
請
及
び
条
例
第
八
条
の
二
十
三
第
一
項
の

報
告
書
に
係
る
算
定
並
び
に
算
定
の
対
象
と
な
る
年
度
が
令
和
六

年
度
以
前
で
あ
る
温
室
効
果
ガ
ス
等
に
係
る
算
定
を
行
う
場
合
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
六
年
四
月
四
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

立
川
市
一
番
町
二
丁
目
三
十
七
番

四
、
同
番
七
、
同
番
三
十
及
び
同

番
三
十
一

東
大
和
市
中
央
四
丁
目
九
百
六

十
二
番
地
の
七

株
式
会
社
東
京
メ
イ
ン
ラ
ン
ド

代
表
取
締
役

竹
崎

靖
彦

日
野
市
新
井
一
丁
目
三
十
番
一
及

び
同
番
二

西
東
京
市
北
原
町
三
丁
目
二
番

二
十
二
号

株
式
会
社
ア
ー
ネ
ス
ト
ワ
ン

代
表
取
締
役

松
林

重
行

武
蔵
村
山
市
学
園
一
丁
目
三
十
三

番
二
、
同
番
四
及
び
同
番
二
十
一

東
大
和
市
中
央
四
丁
目
九
百
六

十
二
番
地
の
七

株
式
会
社
東
京
メ
イ
ン
ラ
ン
ド

代
表
取
締
役

竹
崎

靖
彦

青
梅
市
成
木
一
丁
目
四
百
三
十
五

番
一
及
び
四
百
三
十
六
番
十

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
双
柳
六
百

七
十
八
番
地
七
メ
ゾ
ン
オ
リ
ー

ブ
Ｄ
一
〇
一

松
野

順
平

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
双
柳
六
百

七
十
八
番
地
七
メ
ゾ
ン
オ
リ
ー

ブ
Ｄ
一
〇
一

松
野
紗
由
美

立
川
市
上
砂
町
四
丁
目
三
十
六
番

三
か
ら
同
番
六
ま
で
及
び
同
番
九

か
ら
同
番
十
三
ま
で

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

代
表
取
締
役

築
地

重
彦

西
多
摩
郡
瑞
穂
町
大
字
高
根
字
田

尻
五
十
番
八
、
同
番
十
及
び
同
番

十
一

福
生
市
加
美
平
一
丁
目
二
十
番

地
十
八

株
式
会
社
ア
ル
ハ
ウ
ス

代
表
取
締
役

小
林

秀
彦

青
梅
市
大
門
一
丁
目
五
百
二
十
五

番
一
、
五
百
二
十
六
番
一
、
同
番

一
地
先
、
五
百
二
十
七
番
六
か
ら

青
梅
市
師
岡
町
二
丁
目
十
九
番

地
の
二

萩
原

輝
雄
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